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第３期嘉島町教育振興基本計画の概要  
 

令和８年（２０２６年）３月    

嘉 島 町 教 育 委 員 会 

 
１  計画の位置づけ  
 〇  教育基本法第１７条第２項「地方公共団体は、第１項の計画（国の  

教育振興基本計画）を参酌し、その地域の実情に応じた、教育のため  

の施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない」と  

いう規定に基づき策定。  

 
 
２  計画の期間  
 〇  令和８年度から１２年度までの５年間   

※町の総合計画（後期計画）に同じ  

 

 

３  計画の構成  
 〇  基本理念のもと、３つの基本目標、８つの基本的方向性とそれらに  

  沿った代表的取組を掲げ、進捗管理のための指標(数値目標)を設ける。  

 
 〇  基本理念  

「自らの可能性を伸ばし、ともに未来を切り拓く嘉島の人づくり」  

  

  ※グローバル化やネット社会化が加速度的に進む、予測困難な「正解     

   のない時代」にあって、自らの無限の可能性を伸ばしながら、主体  

   性を持ちつつ他者と協働し、切磋琢磨し合って、よりよい未来を創っ  

ていく人材を育成することを基本理念とする。  

 

 

４  計画案の概要  
 〇  次ページのとおり  

 

 

５  フォローアップ  
 〇  本計画を町のホームページで公表する。  

 

 〇  毎年度、指標により計画の進捗状況を把握しホームページで公表する  

とともに、総合教育会議や教育委員会議で報告する。  
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計画案の概要  
 

【基本理念】  
 自らの可能性を伸ばし、ともに未来を切り拓く嘉島の人づくり  

 

基本目標１  基本目標２  基本目標３  
時代の変化に対応し、と

もに生き抜く力を育む学

校教育の充実  

家庭の教育力の向上

と地域とともにある

学校づくり  

人生１００年時代の  

生涯学習・生涯スポー

ツと文化・芸術の振興  

 

基本的方向性と代表的取組  
①  安全で安心に過ごせる

学校づくり  
・命を大切にする教育の推進  

・人権尊重の精神に立った  

学校づくり  

・いじめ・不登校への迅速  

かつ的確な対応  

・学校の安全・安心の確保  

（施設・給食・通学路等）  

・事故・災害発生時等の危機  

管理の徹底            

 
②  時代の変化に対応し、

ともに生き抜く力を育
む学校教育の充実  

・「生きる力」（豊かな心、  

確かな学力、健やかな体）  

の育成  

・インクルーシブ教育、個  

別最適かつ協働的な学び  

・郷土を愛する心、グロー  

バル人材の育成   

・情報モラルの向上と情報活  

用能力の育成  

 

③  学びを支える教育環境
の整備  

・学校増改築等の推進  

・学校情報化の推進・ＩＣＴ  

環境の整備  

・幼保・小・中の連携の充実  

・給食費の負担軽減   

・働き方改革の推進等  

①  家庭の教育力の  
向上  

・「親の学び」講座開催  

・基本的な生活・学習・  

 運動習慣の育成や食育  

の推進  

・インターネット（ＳＮ

Ｓ）使用のルールづく

り  

           

②  地域とともにある
学校づくり  

（学校、保護者、地

域、関係機関等の連

携と協働）  
・町教育委員会における  

相談窓口機能の充実  

・学校運営協議会や地域  

学校協働活動の充実と  

これらの一体的推進  

・中学校部活動の地域展  

開(地域移行 )の推進  

・「地域未来塾」の実施  

            

①  生涯学習・生涯スポ
ーツの振興  

・公民館講座等の充実  

・総合運動公園等を中心と  

した生涯スポーツの振興  

・総合型地域クラブやフッ  

トボールセンターその他  

の住民組織との連携協働         

 

②  文化・芸術の振興と

文化財の保存・活用  
・町文化協会やかしま太鼓

保存会など住民主体の活

動への支援と協働  

・町文化財の指定や井寺古  

墳の復旧の推進、これら  

の保存と有機的活用        

 
③  自分ごととしてとら

える人権教育の推進  
・就学前教育・学校教育・

社会教育における人権教

育の充実  

・「人権を考える町民の集  

い」の開催  

・町職員や教職員研修の  

 充実  

 

 


